
必要な手数料と書類について

●  代理権の付与申立て（追加を含む）
　  （保佐人等に代理権を付与または追加する。）

　　

（１）郵便切手（ただし、開始審判前は不要の場合あり）
　（合計１０６２円分）
　□３５０円×１枚 　□ ８４円×8枚

　□１０円×４枚

（２）収入印紙（ただし、開始審判前は不要の場合あり）

　□ ８００円分（申立手数料） ＋ １４００円分（登記手数料）

　※８００円分の組み合わせと１４００円分の組み合わせになるようにご準備ください。

（３）必要な書類

　□ 申立書

　□ 代理行為目録

※このほかに、受付後追加で書類の提出をお願いする場合があります。

※郵便切手や収入印紙は、裁判所の地下にある売店で買うこともできます。

※申立ては郵送でも可能です。送付先は以下のとおりです。

札家本051001

　　〒060-0042　札幌市中央区大通西１２丁目　札幌家庭裁判所後見・財産管理センター



受付印

（この欄に収入印紙８００円をはる。）

（はった印紙に押印しないでください。）

（ 方 ）

都 道

府 県

□

（ 方 ）

収 入 印 紙 円

印
令和 　　　年　　　月　　　日

御中 申 立 人 の
署 名 押 印
又は記名押印

家事審判申立書（代理権の付与 □追加）

予納郵便切手 円

準口頭

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名
年　　月　　日

円

　　　　札幌家庭裁判所

関連事件番号　　　　　年（家　　）第　　　　　　号
予納収入印紙

□昭和

添付書類

住所

〒　　　　－ 電話 （　　　　－　　　　　　－　　　　　）

職業
□会社員 □自営業 □無職

勤務先
電話

生□平成

□　　

本
　
　
　
　
　
　
人

本籍

住所

申立人と同じ 〒　　　　－

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏名

職業
□会社員 □自営業 □無職

勤務先

年　　月　　日

（　　　　－　　　　　　－　　　　　）

□その他（　　　　　　）

電話 （　　　　－　　　　　　－　　　　　）

□　　

申

立

人

電話 （ － － ）

□その他（　　　　　　）

生
□男

□女

□昭和

□平成
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□保佐人
□補助人

□ 後見開始

□ 保佐開始 の審判申立事件の

□ 補助開始

申立書記載のとおり。

申 立 て の 趣 旨

　代理権を付与するとの審判を求めます。

に　本人のために別紙代理行為目録記載の行為について、

申 立 て の 実 情

□　追加の場合は以下に理由を書いてください。
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